
令和５年度市民参加手続実施調査

１　基本構想
策定　③必須、②④が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　③必須、②が非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号

項目 制定改廃

防災交通課 日進市地域防災計画の修正 条例第7条第1項第1号 変更・改廃 令和5年12月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
○ ○ ○ ①附属機関 日進市防災会議 令和6年3月18日

修正（案）についての審議を行った。
議事録はHPに掲載

災害対策基本法第42条により国の防災基本計画に基
づき作成及び必要な修正が義務付けられた計画であ
り、また県地域防災計画に準じた内容でなければならな
いことからワークショップによる話し合いにより内容を変
更していく計画ではないため。

防災交通課 日進市地域防災計画の修正 条例第7条第1項第1号 変更・改廃 令和6年1月～2月 ○ ◎
◎

（必須）
○ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続

令和6年2月1日～令和6年3月1
日

意見提出：0件

環境課 日進市環境基本計画 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年7月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ①附属機関

日進市環境基本計画策定委員
会

令和5年4月～令和6年3月
計3回開催
（8/22、11/22、1/22）

計画等に盛り込む内容についての審議等を
行った。
議事録はHPに掲載

環境課 日進市環境基本計画 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年7月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ②ワークショップ にっしん環境リビングラボ

令和5年4月から令和6年3月
計5回開催
（5/17、7/22、9/13、12/20、
2/21）

参加者：第1回16名、第2回20名、第3回16
名、第4回13名、第5回16名
計画等に基づく、施策・取組ついて検討・実
施した。

環境課 日進市環境基本計画 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年7月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続 令和5年11月29日～12月28日

提出人数：　12名
提出意見：　70件
表現変更や内容について再検討を行った。
詳細については
https://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/pabur
ikku/r5_1/15338.html

地域福祉課 第9期にっしん高齢者ゆめプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年4月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ①附属機関

①日進市高齢者福祉・介護保険
事業運営協議会
②日進市地域包括ケア検討会議

令和5年4月～令和6年3月
全4回実施

計画等に盛り込む内容についての審議等を
行った。
議事録はHPに掲載

意向調査を令和4年度に実施済

地域福祉課 第9期にっしん高齢者ゆめプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年4月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続

令和6年1月4日～令和6年2月5
日

提出人数：　6名
提出意見：　20件
表現変更や内容について再検討を行った
詳細については
https://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/pabur
ikku/r5_1/15819.html

地域福祉課 にっしん障害者みらいプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年4月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ①附属機関

①日進市障害者政策委員会
②日進市障害者自立支援協議
会

令和5年4月～令和6年3月
全4回実施

計画等に盛り込む内容についての審議等を
行った

地域福祉課 にっしん障害者みらいプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年4月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続

令和6年1月4日～令和6年2月5
日

提出人数：　9名
提出意見：　16件
表現変更や内容について再検討を行った
詳細については
https://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/pabur
ikku/r5_1/15818.html

地域福祉課 にっしん障害者みらいプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和4年4月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ④意向調査 アンケート調査

令和5年4月19日から令和5年5
月10日

対象者：①障害のある人②障害のあるこど
も③障害者団体④障害福祉サービス事業
所⑤一般市民（無作為）⑥市内企業
対象数：①2,920部②634部③28部④401部
⑤1500部⑥356部
回答数：①1,406部（回答率：48.2%）②295部
（回答率：46.5%）③21部（回答率：75%）④227
部（回答率：56.6%）⑤607部（回答率：40.5%）
⑥131部（回答率：36.8%）
計画等の策定の参考とした

1

2

3

4

左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

適用除外事
項

適用除外理
由

非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった
場合のみ理由記入

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称

分類

手続方法
市民参加の手続き

（項目）
④ ⑤ ⑥① ② ③
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令和５年度市民参加手続実施調査

１　基本構想
策定　③必須、②④が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　③必須、②が非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号

項目 制定改廃

地域福祉課 第2期にっしん幸せまちづくりプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和5年4月～令和7年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ①附属機関

日進市わたしのまちのしあわせ
づくり委員会

令和5年4月～令和6年3月
全3回実施

意向調査の内容についての審議等を行っ
た。
議事録はHPに公開

パブリックコメントを令和6年度に実施予定

地域福祉課 第2期にっしん幸せまちづくりプラン 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和5年4月～令和7年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ④意向調査 アンケート調査

令和6年1月30日～令和6年2月
20日

対象者：①一般市民（無作為）②事業所等
対象数：①2,500部②242部
※集計中

農政課
日進市農山漁村発イノベーション推進
戦略の策定

条例第7条第1項第1号 変更・改廃 令和5年11月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
○ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続 令和6年2月～3月 意見提出：0件

農政課
日進市農山漁村発イノベーション推進
戦略の策定

条例第7条第1項第1号 変更・改廃 令和5年11月～令和6年3月 ○ ◎
◎

（必須）
○ ○ ○ ④意向調査 アンケート調査 令和5年12月～令和6年1月

対象者：　市内認定農業者、ＪＡあいち尾
東、日進市農業委員会、日進市商工会（商
業部）、にっしん観光まちづくり協会、農事組
合法人、６次産業化支援事業補助金交付決
定者（令和3～5年度）、
こはるもち関係事業者、前回6次産業化推
進協議会メンバー
対象数：　27件
回答数：　24件（回答率：88.9%）
戦略に基づく今後の取組の参考とする。

対象者が限定的で、かつ、参集することが困難であった
ため、意見を聞くためにより適切な方法を選択した。

7 農政課 日進市地域計画 条例第7条第1項第1号
策定・制定・導
入

令和5年8月～令和7年3月 ○ ◎
◎

（必須）
◎ ○ ○ ④意向調査 アンケート調査 令和5年度8月～9月 パブリックコメントを令和6年度に実施予定

２　基本条例
策定　②③が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　③④⑤が非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号

項目 制定改廃

該当手続無

非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった
場合のみ理由記入

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称

分類

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
市民参加の手続き

（項目）
手続方法

左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

適用除外事
項

適用除外理
由

5

6

手続方法
左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

① ② ③ ④ ⑤
非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった

場合のみ理由記入
適用除外事

項
適用除外理

由

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称

分類

⑥
市民参加の手続き

（項目）
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３　義務権利条例
策定　①⑥が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　①④⑥が非常に適している、③内容変更を伴わない軽易な改正の場合は非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号

項目 制定改廃

1 都市計画課
日進市空家等の適切な管理に関する
条例の一部改正

条例第7条第1項第2号 義務権利条
例

変更・改廃 令和6年3月～令和6年12月 ◎ ○ ＊ ◎ ○ ◎ ①附属機関 日進市空家等対策協議会 令和6年3月21日
条例に盛り込む内容についての審議等を
行った。
議事録はHPに公開

パブリックコメントを令和6年度に実施予定

４　生活影響制度
策定　④⑤⑥が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　④⑤⑥が非常に適している、③内容変更を伴わない軽易な改正の場合は非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号 分類

項目 制定改廃

市民協働課
日進市パートナーシップ・ファミリー
シップ制度の導入

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和5年10月～令和6年5月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ①附属機関 男女平等推進審議会
令和5年10月27日、令和6年1月
31日

制度導入についての諮問に対して答申が
あった。
議事録はHPに公開

専門的知見から意見を伺うため。

市民協働課
日進市パートナーシップ・ファミリー
シップ制度の導入

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和5年10月～令和6年6月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続き 令和5年3月1日～3月29日

提出人数：1人
提出意見：2件
提出された意見を参考にし、原案のとおり制
度導入を進めた。
詳細については
https://www.city.nisshin.lg.jp/seisaku/pabur
ikku/r5_1/13596.html

制度を利用できる可能性がある性的マイノリティに当た
る方は、自身のセクシュアリティを公表していない場合
が多く、意向調査の実施が難しい。幅広く意見を伺うパ
ブリックコメントを実施する。

移動政策室
くるりんばす路線改正案に関する説明
及び意見交換会

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和4年4月～令和6年3月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ①附属機関 公共交通会議
令和5年6月～令和6年3月
全5回開催

関係者で路線改正案について合意形成を
図ることができた。
議事録はHPに公開

意向調査、意見交換、説明会は令和4年度に実施済

移動政策室
くるりんばす路線改正案に関する説明
及び意見交換会

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和4年4月～令和6年3月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ②ワークショップ ワークショップ 令和5年11月1日
参加者から、利用しやすい路線図・時刻表
の表示方法について意見を聞くことができ
た。

3 農政課 日進農業振興地域整備計画 条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和4年4月～令和6年2月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ⑦その他 縦覧
令和5年12月22日～令和6年1月
22日

意見等は無かった。
縦覧が法定手続とされているため。
意向調査を令和4年度に実施済

学習政策課
日進市立小中学校部活動地域移行に
関する検討

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和5年4月～令和7年3月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ①附属機関
日進市立小中学校部活動地域
移行検討委員会

令和5年9月～令和6年2月
全3回

関係者による意見交換により、小学校部活
動に関する方針を固めることができた。
議事録はHPに公開

専門的知見から意見を伺うため。

学習政策課
日進市立小中学校部活動地域移行に
関する検討

条例第7条第1項第3号 変更・改廃 令和5年4月～令和7年3月 ○ ○ ＊ ◎ ◎ ◎ ④意向調査 アンケート調査
令和5年7月、令和5年12月～令
和6年1月の2回

当事者（教職員及び小学生の児童及び保
護者）から意見収集でき、方針に反映でき
た。

1

2

4

適用除外理
由

適用除外理
由

非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった
場合のみ理由記入

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

市民参加の手続き
（項目）

手続方法
左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

適用除外事
項

非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった
場合のみ理由記入

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称

分類

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
市民参加の手続き

（項目）
手続方法

左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

適用除外事
項
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５　公共用施設設置計画
策定　①②⑥が非常に適している

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他 変更　①④⑥が非常に適している

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号 分類

項目 制定改廃

下水道課 日進市公共下水道事業計画 条例第7条第1項第4号 変更・改廃 令和4年9月～令和5年12月 ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ⑥説明会 説明会 令和5年10月14日
参加者：4名
変更概要の説明を行い、課題点などを共有

下水道課 日進市公共下水道事業計画 条例第7条第1項第4号 変更・改廃 令和4年9月～令和5年12月 ◎ ○ ○ ◎ ○ ◎ ⑦その他 縦覧 令和5年12月1日～12月14日 意見なし 縦覧が法定手続とされているため。

1

適用除外理
由

市民参加の手続き
（項目）

手続方法
左記手続方法の
手続実施期間

手続の結果
（計画等への反映状況も記入）

適用除外事
項

非常に適している手続き（◎）を２つ以上選択しなかった
場合のみ理由記入

担当課
対象事項の
事業実施期間

（計画等を策定している期間）
名称 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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６　努力規定

※市民参加手続（項目）①附属機関 ②ワークショップ ③パブリックコメント手続 ④意向調査 ⑤意見交換 ⑥説明会 ⑦その他

対象事項 望ましい市民参加手続の手法 実際に行った市民参加手続き

番号 分類

項目 制定改廃

環境課 日進市環境基本計画年次報告書 条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関 環境まちづくり評価委員会
令和5年4月～令和6年3月
計2回開催
（8/8、10/12）

年次報告書に盛り込む内容についての審
議等を行った。
議事録はHPに公開

環境課 日進市環境基本計画年次報告書 条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続き 令和5年9月1日～9月29日 意見提出：0件

保険年金課
日進市国民健康保険第3期保健事業
実施計画（データヘルス計画）及び第4
期特定健康診査等実施計画策定

条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関
日進市国民健康保険運営協議
会

令和5年12月27日、
令和6年3月13日

計画案について委員から意見をいただき協
議を行った。
議事録はHPに公開

保険年金課
日進市国民健康保険第3期保健事業
実施計画（データヘルス計画）及び第4
期特定健康診査等実施計画策定

条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③パブリックコメント手続 パブリックコメント手続き
令和6年1月15日～令和6年2月
14日

意見提出：0件

都市計画課 名古屋都市計画公園の変更 条例第7条第4項 - 令和5年8月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関 都市計画審議会 令和5年11月2日
原案通り変更案を承認
議事録はHPに公開

都市計画課 名古屋都市計画公園の変更 条例第7条第4項 - 令和5年8月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑥説明会
名古屋都市計画公園の変更に
関する説明会

令和5年8月7日
参加者：2名
原案のとおり都市計画変更手続きを進める

都市計画課 名古屋都市計画公園の変更 条例第7条第4項 - 令和5年8月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑦その他
法定縦覧
（窓口・web）

令和5年10月2日から令和5年10
月17日

縦覧者
窓口：5名　web：11回　9名
意見書の提出はなし

都市計画課 名古屋都市計画生産緑地地区の変更 条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関 都市計画審議会 令和5年11月2日
傍聴：1人
原案通り変更案を承認。
議事録はHPに公開

都市計画課 名古屋都市計画生産緑地地区の変更 条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑥説明会
名古屋都市計画生産緑地地区
変更原案 説明会

令和5年8月7日
参加者：0人
原案のとおり都市計画変更手続きを進め
る。

都市計画課 名古屋都市計画生産緑地地区の変更 条例第7条第4項 - 令和5年4月～令和5年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑦その他
法定縦覧
（窓口・web）

令和5年10月2日～10月17日
窓口縦覧：4人
web縦覧：32件
意見書の提出はなし。

都市計画課 名古屋都市計画用途地域の変更 条例第7条第4項 - 令和4年11月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関 都市計画審議会 令和6年2月2日
傍聴：1人
原案通り変更案を承認。
議事録はHPに公開

都市計画課 名古屋都市計画用途地域の変更 条例第7条第4項 - 令和4年11月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑥説明会
名古屋都市計画用途地域の変
更に関する説明会

令和5年10月6日
参加者：6人
原案のとおり都市計画変更手続きを進め
る。

都市計画課 名古屋都市計画用途地域の変更 条例第7条第4項 - 令和4年11月～令和6年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑦その他
法定縦覧
（窓口・web）

令和5年12月8日～12月22日
窓口縦覧：2人
web縦覧：51件
意見書の提出はなし。

都市計画課 特定生産緑地指定事務 条例第7条第4項 - 令和3年10月～令和6年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関 都市計画審議会 令和6年2月2日
傍聴：1人
原案通り変更案を承認。

都市計画課 特定生産緑地指定事務 条例第7条第4項 - 令和3年10月～令和6年12月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④意向調査 合意収集 過年度から継続
回収率：95.3%
合意率が確定するまで継続して実施。

7 都市計画課 名称地番変更事務 条例第7条第4項 - 令和5年6月～令和12年3月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④意向調査 新町名に関する意向調査
令和6年2月29日～令和6年3月
29日

応募総数：44件

8 都市計画課
暫定用途地域調査検討業務
（折戸地区）

条例第7条第4項 - 平成31年3月～令和7年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④意向調査 合意収集 過年度から継続
回収率81.4％
合意率が確定するまで継続して実施。

9 都市計画課 社会資本総合整備計画中間評価 条例第7条第4項 - 令和2年度～令和6年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ①附属機関
社会資本整備総合交付金評価
委員会

令和6年3月25日
原案を一部修正し中間評価書案を承認。
議事録はHPに公開
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